
平成26年10月吉日

岐阜北地区交通安全協会鷺山支部

自動車免許証をお持ちになられておられる方々で

鷺山地区にお住まいの方、もしくは勤務されておられる方へ

法令講習会開催のお知らせ。

日　時：平成26年11月14日　午後7時～　（受付：午後6時30分より）

場　所：鷺山公民館2階

住　所＝岐阜市鷺山北町9番地12号（鷺山小学校樟内運動場西勝り）

電　話＝058・294・1665

3年前より、鷺山地域にお住まいの方で、自動車事故で亡くなられた方は、おられません。

此の事は、交通安全に対して皆様の関心が高いと思われます。大変有り難い事と思っております。

しかし、我が鷺山地区も高齢化の波が押し寄せ、失礼とは思いますが、『徐々に視力や体力が

衰えてきたと』言う自覚が出てこられてきたご年配の方々も多くおられると思います。

運転する方にとっては、大変危険なシグナルです。

【もう一度、車の運掛こおいて原点に返ってみましょう】

それには、法令講習会に出席していただければ、色々と運転マナー等々を思い出されると思います。

皆様こぞって、参加頂けますようお願い致します。

詳細に付きましては

交通安全協会鷺山支部　祖父江まで

電　　話：058・232－3617

携帯電話：090・3455・3723


